
オンライン化後の医療費助成の申請とデータ登録の流れ①（イメージ）

28

新システム稼働後では、以下2通りの患者からの申請が発生することとなる。
①指定医が新システムを用いて臨個票・意見書を作成し、患者が申請するケース
②指定医が新システムを用いず従来通りに臨個票・意見書を作成し、患者が申請するケース

指定医にて新システムに臨個票・意見書データを登録し、アクセスキー付き臨個票・意見書を患者に発行する。
申請を受けた自治体では、アクセスキーにより臨個票・意見書の電子データを参照し、新システムの機械判定機能による認定情報を確認できる。これによ
り、今まで自治体職員が読み込んで判定した業務の負担軽減が期待できる。また、審査会で使用する臨個票・意見書は個人情報をマスキングした状態
で新システムよりプリントアウトできる。
自治体では、臨個票・意見書の紙の郵送の手間が削減されるものの、新システムに認定結果、研究利用の同意有無、所得区分等を登録することが必
要になる。
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オンライン化後の医療費助成の申請とデータ登録の流れ②（イメージ）

新システム稼働後では、以下2通りの患者からの申請が発生することとなる。
①指定医が新システムを用いて臨個票・意見書を作成し、患者が申請するケース
②指定医が新システムを用いず従来通りに臨個票・意見書を作成し、患者が申請するケース

②のケース
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従来通りの紙の臨個票・意見書は、自治体にてスキャンしてPDFデータをファイルサーバにアップロードすることで、システム運営主体へ連携する（郵送は
行なわない）。その後、外注先においてXMLデータに変換し、新システムに取り込むことを想定する。
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